
自治会デジタル化推進事業補助金は、自治会活動の活性化及び効率化を目的として、自治会等が行うデジタル化の取組（電子回覧板の導入やスマートフォン講座の実施など）に対し、その経費の一部を補助する制度です。
補助対象団体
・連合自治会・自治会・町会等の団体
補助対象事業・補助対象経費・補助額
補助対象事業は、以下の①及び②の２事業とし、補助対象経費は、本制度の規定に基づき定められた範囲に限られます。事業ごとに補助対象経費及び補助上限額が異なりますので、ご注意ください。
補助額は、補助対象経費の 2分の1 に相当する額（100円未満の端数は切り捨て）となります。
	
	①　電子回覧板等運用事業
	②　スマホ講座実施事業

	補助対象事業
	スマートフォン等のアプリケーション又は自治会等が運営するウェブサイトを用いて、電子回覧板等による情報の伝達・共有を行う事業
	スマートフォンの基本的な利用方法や、スマートフォンを用いた電子回覧板等の活用方法について、講習会または相談会を実施する事業

	補助対象経費
	・アプリのアカウント取得や設定等に係る初期費用

・アプリ利用料

・ウェブサイトのドメイン取得や更新、サーバー利用に係る費用
	・スマホ講座実施に係る講師等への謝礼金としての報償費

・会場使用料

・機材及び備品の使用料

・教材費

	補助上限
	２５万円（通算５回まで）
	５万円


※対象は、当該年度の４月１日から３月３１日までに支払いが完了した経費です。
※①電子回覧板等運用事業については、運用に係る委託料、タブレットやスマートフォン等の物品購入費、通信環境整備に伴う工事費等は補助の対象外です。

補助金申請の流れ
補助金の交付を受けるには、市への申請が必要です。事業完了後に実績報告を行い、補助金額の確定を経て交付されます。

なお、補助金の交付決定後に、申請内容に変更が生じる場合は、原則として事前に市の承認が必要となりますので、ご相談ください。
自治会デジタル化推進事業補助金制度の概要








